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　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 六 月 二 十 九 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 五 号

　 　 　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 三 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

　 第 八 条 の 二 中 「 三 千 九 百 四 十 円 」 を 「 三 千 九 百 五 十 円 」 に 改 め る 。

　 第 十 一 条 の 二 第 三 項 第 三 号 を 削 る 。

　 別 表 第 三 常 時 介 護 を 要 す る 状 態 の 項 中 「 十 万 四 千 五 百 三 十 円 」 を 「 十 万 四 千 二 百 九 十 円 」 に 、 「 五 万 六 千 七 百 二 十 円 」 を

「 五 万 六 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 表 随 時 介 護 を 要 す る 状 態 の 項 中 「 五 万 二 千 二 百 七 十 円 」 を 「 五 万 二 千 百 五 十 円 」 に 、 「 二 万 八

千 三 百 六 十 円 」 を 「 二 万 八 千 三 百 円 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 三 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 平 成 二 十 四 年 七 月 一 日 か

ら 施 行 す る 。

　 （ 経 過 措 置 ）

２ 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 則 」 と い う 。 ） 第 八 条

の 二 の 規 定 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 以 後 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 年 金 た る 補 償 以 外 の 補 償 （ 休 業 補 償 に あ っ て は 、 当

該 療 養 の 開 始 後 一 年 六 月 を 経 過 し た 日 前 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） の 額 の 算 定 の 基 礎 と し て 用 い

る 補 償 基 礎 額 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 年 金 た る 補 償 以 外 の 補 償 の 額 の 算 定 の 基 礎 と し て 用 い る

補 償 基 礎 額 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 　 改 正 後 の 規 則 別 表 第 三 の 規 定 は 、 平 成 二 十 四 年 七 月 一 日 以 後 の 期 間 に 係 る 介 護 補 償 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 期 間 に 係

る 介 護 補 償 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

規 則
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名古屋港管理組合告示第２５号
　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２及び名古屋港管理組合港湾整備事業の設置等に関する条例（昭和４１年
名古屋港管理組合条例第１２号）第７条の規定に基づき、施設運営事業及び埋立事業の平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１
日までの期間における業務の状況を次のとおり公表する。
　　平成２４年６月２９日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

　　　名古屋港管理組合施設運営事業会計の業務の状況
１　事業の概況
　�　経営業務
　　　この期間中における各事業の収益額及び提供施設量は、次のとおりである。

　　　（注）提供施設量は、平成２４年３月３１日現在の数量であり、面積は、有効面積である。
　�　建設改良事業
　　ア　上屋整備事業
　　　　稲永ふ頭受電所受変電設備の改修工事をした。
　　イ　荷役機械整備事業
　　　　旧金城ふ頭４号起重機の改修工事を施工し、飛島ふ頭南４号起重機電装品の改修工事に着手した。
２　経理の状況
　�　平成２３年度予算に対する執行済額　

告 示

提 供 施 設 量収 益 額区 分
円

一般使用 ２３棟 （ ９１，０９３㎡）
専用使用 １８棟 （ ３９，１８６㎡）
一般使用 １か所 （ ５０３，４５０㎡）
専用使用 ７か所 （ ９９５，４３０㎡）
 ９基

５６９，５８６，６０８

１４２，９９６，４６７

６７８，３５５，３１２

上 屋 運 営 事 業

貯 木 場 運 営 事 業

荷役機械運営事業

備　　　　　考執　行　済　額予　算　額区　　　　分
円円

２，７２１，７５１，４６８
２，４００，２５１，１４８

２，６２５，０００，０００
２，５９０，０００，０００

（収益的収入及び支出）
施設運営事業収益
施設運営事業費用

資本的収入額が資本的支出額に不足する額
８３１，８６６，６４５円は、過年度分消費税及び地方消費
税資本的収支調整額９，５０９，５２４円、当年度分消費
税及び地方消費税資本的収支調整額２０，７９８，４０８
円及び過年度分損益勘定留保資金８０１，５５８，７１３円
で補てんした。

３３７，１８５，４００
１，１６９，０５２，０４５

３７２，１２０，０００
１，２５０，０００，０００

（資本的収入及び支出）
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出
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　�　施設運営事業会計合計残高試算表
平成２４年３月３１日現在　

貸　　　　　　　　方
勘　定　科　目

借　　　　　　　　方

残　　高合　　計当　　期当　　期合　　計残　　高

円円円円円円

２０，９７８，９７０，９５８１，７０１，６１０，００４固　定　資　産１，１８９，９０３，４３０３２，７５０，６６１，０３９１１，７７１，６９０，０８１

２０，６９１，５５９，３０７１，４１４，１９８，３５３  有形固定資産１，１８９，９０３，４３０３２，４０６，３０６，３１７１１，７１４，７４７，０１０

１，４１１，６５１１，４１１，６５１  無形固定資産５８，３５４，７２２５６，９４３，０７１

２８６，０００，０００２８６，０００，０００  投 資２８６，０００，０００

６，５３２，９９０，３５５２，５０８，５３５，２２３流　動　資　産３，４００，９５８，１９０１０，４６９，８３９，２１０３，９３６，８４８，８５５

２，８２１，８１３，７１２９４７，６０８，９２２  現 金 ・ 預 金１，４２９，４２２，２６２６，０８５，１５３，３０４３，２６３，３３９，５９２

３，１６７，２９８，６０４１，４２９，４２２，２６２  未 収 金１，８２４，６８９，６２８３，７９９，６３７，５５８６３２，３３８，９５４

３９９，８７４，０００  有 価 証 券３９９，８７４，０００

２，１５８，１３９２，１５８，１３９  貯 蔵 品８，８８０，９４８６，７２２，８０９

  前 払 金３２，５４７，５００３２，５４７，５００３２，５４７，５００

１４１，８４５，９００１２９，３４５，９００  その他流動資産１１４，２９８，８００１４３，７４５，９００１，９００，０００

９８９，６９４，５６８３，９８８，５７６，１０６２，０６５，５６３，９１２流　動　負　債１，０９６，７７５，９９４２，９９８，８８１，５３８

９７３，６５９，７５８３，７９５，４７３，４７０１，９１６，３５８，３５０  未 払 金９４７，６０８，９２２２，８２１，８１３，７１２

１６，０３４，８１０１９３，１０２，６３６１４９，２０５，５６２  その他流動負債１４９，１６７，０７２１７７，０６７，８２６

８，８０６，８９５，４００９，４６７，５３０，８７８資　　本　　金３３３，０９８，４１０６６０，６３５，４７８

８，１７３，１１０，９１５８，１７３，１１０，９１５  自 己 資 本 金

６３３，７８４，４８５１，２９４，４１９，９６３  借 入 資 本 金３３３，０９８，４１０６６０，６３５，４７８

５，５８８，２０９，２０１５，６００，９３０，９０９５１，１８５，４００剰　　余　　金１２，７２１，７０８

５，６００，９３０，９０９５，６００，９３０，９０９５１，１８５，４００  資 本 剰 余 金

  欠 損 金１２，７２１，７０８１２，７２１，７０８

２，５９８，１２８，１４７２，７２１，７７９，２９１１，４６１，８５０，８２２施設運営事業収益１２３，６５１，１４４１２３，６５１，１４４

２，５９３，５２７，１３７２，７１７，１７８，２８１１，４５８，０１０，１５８  営 業 収 益１２３，６５１，１４４１２３，６５１，１４４

４，６０１，０１０４，６０１，０１０３，８４０，６６４  営 業 外 収 益

８２，２２３，９０５８１，５３７，２５４施設運営事業費用１，７２５，８９５，４４７２，３５６，６１２，２８５２，２７４，３８８，３８０

８２，２２３，２００８１，５３６，５４９  営 業 費 用１，６８８，５４３，７０９２，２９６，０８０，０８６２，２１３，８５６，８８６

７０５７０５  営 業 外 費 用１７，６２０，９０４４０，８０１，３６５４０，８００，６６０

  特 別 損 失１９，７３０，８３４１９，７３０，８３４１９，７３０，８３４

１７，９８２，９２７，３１６４９，３７３，００２，４０２７，８７０，２８２，６１５合　　　計７，８７０，２８２，６１５４９，３７３，００２，４０２１７，９８２，９２７，３１６
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３　平成２４年度予算の概要
　�　経営業務
　　　各事業の収益予定額及び提供施設量は、次のとおりである。

　　　（注）面積は、有効面積である。
　�　建設改良事業

ア　上屋整備事業
　金城ふ頭５号上屋屋根裏の改修に着手するものである。

イ　荷役機械整備事業
　飛島ふ頭南３号起重機の改修を行うものである。

　�　平成２４年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予算
　（総　則）
第１条　平成２４年度名古屋港管理組合施設運営事業会計の予算は、次に定めるところによる。
　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　入
第１款  施 設 運 営 事 業 収 益 ２，４８４，０００千円
第１項  営 業 収 益 ２，４８１，４９３千円
第２項  営 業 外 収 益 ２，４８７千円
第３項  特 別 利 益 ２０千円

支　　　　　　　　　出
第１款  施 設 運 営 事 業 費 用 ２，４５９，０００千円
第１項  営 業 費 用 ２，３８９，９９５千円
第２項  営 業 外 費 用 ５８，９８５千円
第３項  特 別 損 失 ２０千円
第４項  予 備 費 １０，０００千円

　（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，０３０，９７０千
円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３，０００千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
２２，０００千円及び過年度分損益勘定留保資金１，００５，９７０千円で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　　入
第１款  資 本 的 収 入 ３０千円
第１項  固 定 資 産 売 却 代 金 １０千円
第２項  寄 附 金 １０千円
第３項  そ の 他 資 本 的 収 入 １０千円

提 供 施 設 量収 益 額区 分
円

一般使用 ２３棟 （ ９１，０９３㎡）
専用使用 １８棟 （ ３９，１８６㎡）
一般使用 １か所 （ ５０３，４５０㎡）
専用使用 ７か所 （ ９９５，４３０㎡）
 １０基

１，０２６，９４４，０００

３７８，３９２，０００

９７１，９６９，０００

上 屋 運 営 事 業

貯 木 場 運 営 事 業

荷役機械運営事業

備　　　考事　　　　　　項施　　　　設区　　　　分
平方メートル

９１，０９３一般使用許可面積

上　　　　　屋　　　　４１棟

事　　業　　量

平方メートル

３９，１８６専用使用許可面積

平方メートル

５０３，４５０一般使用許可面積　

貯　　木　　場　　　８か所 平方メートル

９９５，４３０専用使用許可面積

時間

１０，２２７ 使 用 時 間荷　役　機　械　　　　１０基

千円
施設維持補修工事及び
 上 屋 等 整 備 工 事

施設の維持補修及び施設の増
補・改良工事

９５８，９００
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支　　　　　　　　　出
第１款  資 本 的 支 出 １，０３１，０００千円
第１項  建 設 改 良 費 ６０６，７００千円
第２項  固 定 資 産 購 入 費 １，５０３千円
第３項  企 業 債 償 還 金 ４２２，７９７千円

　（債務負担行為）
第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　　事　　　項　　　　　　　期　　　間　　　　　限　度　額
荷役機械維持補修費 平成２５年度 ３４，５００千円
 上 屋 整 備 費 平成２５年度 １１４，１００千円
 荷 役 機 械 整 備 費 平成２５年度 ８７，６００千円

　（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。
　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費
の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　４３０，０７７千円
　（たな卸資産購入限度額）
第８条　たな卸資産の購入限度額は、２０，０００千円と定める。

　　　名古屋港管理組合埋立事業会計の業務の状況
１　事業の概況
�　経営業務
　この期間中の収入は、受取利息、埋立地貸付料等による１４５，５２８，１８４円である。
　これに対する支出は、一般管理費、維持補修費、一般会計負担金等の１４９，１０４，２５５円である。

�　造成事業
ア　南部地区事業
　この期間における事業の概要は、橋梁点検調査を行った。
イ　西部地区事業
　この期間における事業の概要は、西部第１貯木場跡地において給水管布設を行った。
ウ　南５区事業
　この期間における事業の概要は、緑地維持及び道路清掃を行った。

２　経理の状況
�　平成２３年度予算に対する執行済額

備　　　　　考執　行　済　額予　算　額区　　　　分
円円

３００，４５１，６７６
２５０，５６０，６１４

２７９，０００，０００
２９０，０００，０００

（収益的収入及び支出）
埋 立 事 業 収 益
埋 立 事 業 費 用

資本的収入額が資本的支出額に不足する額
７３７，９１９，９１２円は、繰越工事資金で補てんし
た。

６３０，００６，２２６
１，３６７，９２６，１３８

６２３，０００，０００
１，７４５，０００，０００

（資本的収入及び支出）
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出
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　�　埋立事業会計合計残高試算表
平成２４年３月３１日現在　

貸　　　　　　　　方
勘　定　科　目

借　　　　　　　　方

残　　高合　　計当　　期当　　期合　　計残　　高
円円円円円円

２５０，８５４，４９２２４６，９３７，１６４固　定　資　産７９９，９２０，０００７，４５４，７３７，７４４７，２０３，８８３，２５２

４，２３９，０９２３２１，７６４  有形固定資産４，８６３，１９４６２４，１０２

２４６，６１５，４００２４６，６１５，４００  投 資７９９，９２０，０００７，４４９，８７４，５５０７，２０３，２５９，１５０

３７，３６１，９５６，７６８１００，４４２，６２６土　地　造　成２３６，０１３，４０１１１１，８４３，５１６，８６１７４，４８１，５６０，０９３

  完 成 土 地７８６，６７９，７７８７８６，６７９，７７８

３７，３６１，９５６，７６８１００，４４２，６２６  未 成 土 地２３６，０１３，４０１１１１，０５６，８３７，０８３７３，６９４，８８０，３１５

３０，５１７，５９６，５２４１４，６５６，２５７，３３１流　動　資　産１４，１５３，７４８，２４３４１，７５３，５６２，８０１１１，２３５，９６６，２７７

９，４９２，１６８，５３０３，２０４，３０６，７９４  現 金 ・ 預 金５，９３８，５３７，７４８２０，５４３，１２７，４８２１１，０５０，９５８，９５２

１０，８９７，３９９，７０３５，９３８，５３７，７４８  未 収 金６，００４，６５９，１０６１１，０８０，５０７，０２８１８３，１０７，３２５

１０，０９６，６４７，３００５，４９８，２１２，８００  有 価 証 券２，１９９，３９６，４００１０，０９６，６４７，３００

１２，２７８，０００１２，２７８，０００  前 払 金８，２３３，０００１２，２７８，０００

１９，１０２，９９１２，９２１，９８９  その他流動資産２，９２１，９８９２１，００２，９９１１，９００，０００

５９，８７０，１４０，０６１５９，８７１，９２５，０６１６，００９，０００固　定　負　債１，７８５，０００１，７８５，０００

５９，４５３，７９５，０６１５９，４５３，７９５，０６１  前 受 金

４１６，３４５，０００４１８，１３０，０００６，００９，０００  その他固定負債１，７８５，０００１，７８５，０００

２０２，１９９，４２３９，４３５，６４３，６２５３，１０４，９４１，３１６流　動　負　債２，９１９，５４４，７２２９，２３３，４４４，２０２

１８６，６２１，３８３９，３７９，３３７，３１３３，０９０，９２４，３７８  未 払 金２，９０４，３０６，７９４９，１９２，７１５，９３０

１５，５７８，０４０５６，３０６，３１２１４，０１６，９３８  その他流動負債１５，２３７，９２８４０，７２８，２７２

３１，９３９，４３７，１９０３１，９３９，４３７，１９０資　　本　　金

３１，９３９，４３７，１９０３１，９３９，４３７，１９０  自 己 資 本 金

８６０，３４０，３９０８９９，１１３，２４１６５剰　　余　　金６５３８，７７２，８５１

３，１０８，８９４３，１０８，８９４  資 本 剰 余 金

８５７，２３１，４９６８７６，６１８，００９６５  利 益 剰 余 金６５１９，３８６，５１３

１９，３８６，３３８  欠 損 金１９，３８６，３３８

２９７，７５９，０６６３０２，３８６，６６５１５０，１５５，７８３ 埋立事業収益４，６２７，５９９４，６２７，５９９

２９７，７５９，０６６３０２，３８６，６６５１５０，１５５，７８３  営 業 外 収 益４，６２７，５９９４，６２７，５９９

４８７，０５４３７２，９０６ 埋立事業費用１４９，４７７，１６１２４８，９５３，５６２２４８，４６６，５０８

４８７，００９３７２，８６１  営 業 費 用１４９，４６９，６０１２３１，０３４，８４２２３０，５４７，８３３

４５４５  営 業 外 費 用７，５６０１７，９１８，７２０１７，９１８，６７５

９３，１６９，８７６，１３０１７０，５７９，４００，６２０１８，２６５，１１６，１９１合　　　計１８，２６５，１１６，１９１１７０，５７９，４００，６２０９３，１６９，８７６，１３０
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３　平成２４年度予算の概要
　�　経営業務

　埋立事業収益は、受取利息、埋立地貸付料等で２８７，０００千円を予定している。
　埋立事業費用は、一般管理に要する費用である一般管理費、清算地区施設の維持補修に要する費用である維持補修費、
共通経費等一般会計への負担金である一般会計負担金等で３１４，０００千円を予定している。

　�　造成事業
　南部地区においては、南部地区維持管理等を予定している。
　西部地区においては、前年度に引き続き西部第１貯木場跡地整備等を予定している。
　南５区においては、南５区維持管理等を予定している。

　�　平成２４年度名古屋港管理組合埋立事業会計予算
　（総　則）
第１条　平成２４年度名古屋港管理組合埋立事業会計の予算は、次に定めるところによる。
　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

用地整備　　　　　排水管２５０メートル
　（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　入
第１款  埋 立 事 業 収 益 ２８７，０００千円
第１項  営 業 外 収 益 ２８６，９７０千円
第２項  特 別 利 益 ３０千円

支　　　　　　　　　出
第１款  埋 立 事 業 費 用 ３１４，０００千円
第１項  営 業 費 用 ２８２，５３１千円
第２項  営 業 外 費 用 ２１，４３９千円
第３項  特 別 損 失 ３０千円
第４項  予 備 費 １０，０００千円

　（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，２３７，０００千
円は、繰越工事資金で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　　入
第１款  資 本 的 収 入 ６２６，０００千円
第１項  雑 収 入 ３７９，３８５千円
第２項  貸 付 金 返 還 金 ２４６，６１５千円

支　　　　　　　　　出
第１款  資 本 的 支 出 １，８６３，０００千円
第１項  南 部 地 区 埋 立 事 業 費 １９，２００千円
第２項  西 部 地 区 埋 立 事 業 費 １，３０６，１００千円
第３項  南 ５ 区 埋 立 事 業 費 ４７，５００千円
第４項  総 係 費 ４６０，６３０千円
第５項  雑 支 出 ２９，５７０千円

　（一時借入金）
第５条　一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。
　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
　各項に計上した給料、手当及び法定福利費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各
項の間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費
の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　２９７，０４３千円
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名古屋港管理組合公告
　中川運河の賑わいや魅力ある水辺空間の創出を図るため、東海橋地区及び長良橋地区において、飲食店又は飲食店舗を含
む商業施設の提案を募集します。
　なお、この提案募集要項の公表については、下記のとおりです。
　　平成２４年６月２９日

　　　　名古屋港管理組合管理者　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章

記
１　配布場所及び問い合わせ先：名古屋市港区港町１番１１号

名古屋港管理組合港営部港湾利用高度化担当
電話番号（０５２）６５４－７９６５

２　名古屋港のホームページ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｏｒｔ－ｏｆ－ｎａｇｏｙａ．ｊｐ／

６月１１日招集された定例名古屋港管理組合議会は、会期を１日と決定し、同日議事終了閉会した。
付議事件等及びその結果は、下記のとおりである。

記
１　議長選挙

久保田　浩　文　議員当選
２　副議長選挙

福　田　誠　治　議員当選
３　常任委員会委員の選任
 企画総務委員会 田　辺　雄　一
  佐　藤　　　敦
  東　郷　哲　也
  森　下　利　久
  小　山　たすく
  うさみ　いく愛
  柴　田　高　伸
  中　村　孝　道
  山　口　清　明
  横　井　利　明
  おくむら 文 洋
  直　江　弘　文
  倉　知　俊　彦
  小　島　丈　幸
  久保田　浩　文
 港営建設委員会 伊　藤　辰　夫
  佐　藤　一　志
  佐　波　和　則
  河　合　　　優
  酒　井　庸　行
  半　田　晃　士
  藤　沢　忠　将
  中　田　ちづこ
  加　藤　一　登

議 会 事 項

名古屋港管理組合告示第２６号
　名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則（昭和３６年名古屋港管理組合規則第７号）第８条の２の規定に基づく制限区域に
次の国際埠頭施設を平成２４年７月１日に追加する。
　　平成２４年６月２９日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋港管理組合管理者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大村　秀章

国　際　埠　頭　施　設地　　区
Ｅ３岸壁船見ふ頭地区

Ｋ２岸壁及びＫ８岸壁南浜ふ頭地区

公 告
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  岩　村　進　次
  ば　ば　のりこ
  園　田　晴　夫
  玉　置　真　悟
  塚　本　　　久
  福　田　誠　治
　なお、委員長及び副委員長は、各委員会において互選の結果、次のとおり決定された。

　企画総務委員会  委 員 長 森　下　利　久
  副委員長 うさみ　いく愛
　港営建設委員会  委 員 長 加　藤　一　登
  副委員長 佐　藤　一　志
４　国際競争力強化特別委員会設置について 可　　決
 閉会中継続調査
５　同特別委員会委員の選任
  伊　藤　辰　夫
  田　辺　雄　一
  佐　藤　一　志
  佐　波　和　則
  河　合　　　優
  佐　藤　　　敦
  東　郷　哲　也
  森　下　利　久
  酒　井　庸　行
  小　山　たすく
  うさみ　いく愛
  半　田　晃　士
  藤　沢　忠　将
  中　田　ちづこ
  柴　田　高　伸
  加　藤　一　登
  中　村　孝　道
  山　口　清　明
  横　井　利　明
  岩　村　進　次
  おくむら 文 洋
  ば　ば　のりこ
  園　田　晴　夫
  玉　置　真　悟
  直　江　弘　文
  倉　知　俊　彦
  塚　本　　　久
  小　島　丈　幸
  福　田　誠　治
  久保田　浩　文
６　監査委員選任の同意について（組合議会議員） 同　　意
７　監査委員選任の同意について（名古屋市監査委員） 同　　意
８　各常任委員会における閉会中の継続調査について 可　　決
９　議員派遣について 可　　決
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